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第４期(令和６年～令和10年)佐伯市地域福祉(活動)計画の考え方
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地域福祉(活動)計画策定委員会(旧推進協議会) 地域福祉(活動)計画策定委員会

≪課題≫
◆ 情報量が多すぎて、地域福祉計画として検討
　すべきものがわかりにくい。
◆ 各個別計画に係る委員会等で進捗管理されて
　いる課題や事業が多く、意見を出しにくい。

≪基本方針≫
　◇ 各個別計画の進捗状況は委員会内で共有。

　◇ 策定委員会で進捗管理するのは、地域福祉(活動)計画で取り組むべき課題(上図
　　のオレンジ色の部分)を中心に行う。

情報提供

各個別計画に関する部分を除外するが、地域福

祉計画と関連の深いものは掲載します。

進捗報告進捗報告
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地　　　域 地　　　域

≪課題≫
◆ 人口減少により、人と人の距離が離れることで、困っている
(課題を抱えている)住民を把握しきれずに、必要な支援につなが
らない。

≪基本方針≫
◇ 顔の見える関係づくりを通して、ゆるやかな情報共有ができて
いる地域になることで、困っている(課題を抱えている)住民を、
漏れなく、早期に発見できる地域をづくりを目指します。

　　　第４期(令和６年～令和10年)佐伯市地域福祉(活動)計画３つの基本方針

［基本方針１］「孤独・孤立ゼロ」の地域づくりの推進　〈地域づくり支援〉

～上記地域づくりのために推進する取組～

➀地域コミュニティの取組み(担当：コミュニティ創生課)　　➁生活支援体制整備事業(担当：高齢者福祉課／社協に委託)

つらい

なぁ

つらい

なぁ

繋がり
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地　　　域 行政等の専門機関

［基本方針２］「佐伯ならでは」の包括的な相談支援の推進　〈相談支援〉

高齢者福祉課

障がい福祉課

こども福祉課

その他関係各課

≪基本方針≫
◇ ゆるやかな情報共有(ネットワーク)が出来ている地域により、困っている住民を発見した場合、「地域住民による相談機能」、「地域内の福
祉に詳しい住民や事業所などによる相談機能」、「行政等の専門機関による相談機能」といった３層による相談機能を整備することで相談しや
すい体制を整備し、地域で解決できる課題は解決し、地域では解決が困難な課題を行政等専門機関に繋げるといった、効率的な相談支援体制の
構築を目指します。

ふくしの総合相談窓口
福祉のふくちゃん

つらい

なぁ

繋がり

地域住民による

相談機能

密な繋がり(ネットワーク)

ができることで、困ってい

る住民を早期に発見

民生委員や生活支援コーディネーター(ＳＣ)な

ど、地域の福祉などに詳しい人等による相談

機能

民生委員

Ｓ Ｃ

その他専門職
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支援策なし

［基本方針３］誰一人取り残さない「全員参加支援」の推進　〈参加支援〉

行政 支援策Ｅ

≪基本方針≫
◇ 地域のネットワークにより課題を抱えた住民が早期に発見され、住民の相談機能、地域の専門職等による相談機能、行政等専門機関の相談
窓口により、１つの大きな「困りごと」から複数の解決すべき課題(A～E)に分けられ、それらの課題を解決しうる支援策へと繋ぎますが、繋
ぎ先の無い課題(C～Ｅ)については、地域住民、地域の民間事業所等及び行政により支援策の構築を行う仕組みづくりを行います。
※そのための会議体は別紙参照

住民や地域 支援策Ｃ

課題Ｄ 支援策なし 民間事業所等 支援策Ｄ

基
本
方
針
２
の
相
談
体
制

課題Ａ 支援策Ａ

課題Ｂ 支援策Ｂ

課題Ｃ 支援策なし

課題Ｅ

困
り
ご
と

課題解決のための支援策が無い場

合に、地域住民、地域の民間事業所

等及び行政により支援策の構築を

目指します。
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　　包括的な支援体制を構築するための３つの会議体

※記載している関係機関は例として記載しています。

※記載している関係機関は例として記載しています。

※記載している関係機関は例として記載しています。

【役割】

・課題解決のための連携強化

(顔の見える関係づくり)

・個別ケースの検討(困難事例等)

包括的支援体制整備推進会議(市役所内外の関係機関)

市
保健所

生活

困窮

医療 教育

警察

こども

高齢
障がい

【役割】

・総合相談窓口の体制整備

・統計情報からの課題分析と対応方法の検討

・連携ガイドブックの作成

・個別ケースの検討

(対応に苦慮しているケース等)

庁内連携会議(市役所内の関係機関)

ファシリ

テーター

(ふくちゃん)

市民課
社 会

福祉課

コミュ

ニティ

創生課

教 育

委員会

健 康

増進課
こども

福祉課

高齢者

福祉課

障がい

福祉課

【役割】

・相談者の課題分析

・相談者の支援計画の作成

・支援計画の中間評価

・支援計画の終結判断

チーム員会議(市役所内外問わない支援者間の会議)

ファシリテーター

(ふくちゃん)

こども福祉課

相 談 員

高齢者福祉課

相 談 員

障がい福祉課

相 談 員

社会福祉課

相 談 員

居住

支援
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